
「労働者死傷病報告」とは？ 

労災事故が発生したときは、労働基準監

督署に労働者死傷病報告（以下、死傷病報

告）の提出が義務づけられています。 

 死傷病報告は、労働者が死亡または休業

４日以上に及ぶ場合は「遅滞なく（概ね１

～２週間以内）」、休業４日未満の場合は、

１～３月、４～６月、７～９月、10～12 月

毎に「期間最終月の翌月末まで」（１～３月

は４月末まで）に提出する必要があります。 

 死亡又は休業４日以上は様式 23 号、休業

４日未満は様式 24 号（一覧表）と様式が異

なります。なお、派遣労働者が被災した場

合、派遣先と派遣元の双方が提出します。 

 

死傷病報告の報告事項が変更 

 2025（令和７）年１月より、死傷病報告の

下記の報告事項が変更されました。 

①事業の種類 

日本標準産業分類の細分類項目の４桁の

コードを記入 

②被災者の職種 

 日本標準職種分類の小分類項目の３桁の

コードを記入 

③傷病名及び傷病部位 

 傷病名は別表３（負傷疾病の一覧）か

ら、傷病部位は別表４（傷病部位の内容）

から２桁のコードを記入 

④災害発生状況及び原因 

 被災場所や作業内容などの５つの記入欄

にそれぞれ２行以内で記載 

⑤国籍・地域及び在留資格 

 被災者が外国人の場合は、国籍・地域を

別表１から、在留資格は別表２から２桁の

コードを記入 

⑥略図（発生時の状況図） 

 従来の手書きから、イラスト等の略図や

写真のデータ添付に変更されました。 

 

死傷病報告も電子申請が義務化 

 今年１月から、各種管理者・産業医の選

任報告や定期健康診断報告等と同じく死傷

病報告も電子申請が義務化されました。 

  厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛

生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入

力支援サービス」から届出帳票の入力がで

きます。パソコンだけでなく、スマートフ

ォンからも電子申請が可能です。 

なお、当面の間、電子申請が困難な場合

は書面報告でも可能とされています。 

 

 

 

 

 

 
2025 年 6 月 27 日(金) 

小栗キャップの News Letter 
税理士法人ＳＴＲ 代表社員・税理士 小栗 悟 

名古屋本部 〒450-0001 名古屋市中村区那古野 1-47-1 名古屋国際センタービル 17F 

      TEL：052-526-8858 FAX：052-526-8860 

岐阜本部  〒500-8833 岐阜県岐阜市神田町 6-11-1 協和第二ビル 3・4 階 

      TEL：058-264-8858 FAX：058-264-8708 

Email: info@str-tax.jp  http://www.str-tax.jp 

「労働者死傷病報告」の 

改正と電子申請義務化 

監督署へ労災

の報告は忘れ

ずに！ 

mailto:info@str-tax.jp
http://www.str-tax.jp

